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(57)【要約】
【課題】良好なハンドル戻りを実現でき、かつ、舵角中
点付近での操舵フィーリングの向上を図ることができる
、電動パワーステアリング装置の制御装置を提供する。
【解決手段】アシスト演算部１３は、基本アシスト電流
値設定部１５により設定される基本アシスト電流値とハ
ンドル戻り用電流値設定部１６により設定されるハンド
ル戻り用電流値とを加算し、その加算値を目標アシスト
電流値に設定する。基本アシスト電流値は、操舵トルク
に基づいて設定される。ハンドル戻り用電流値は、舵角
に基づいて設定される。そして、アシスト演算部１３は
、目標アシスト電流値と電動モータＭに実際に流れる電
流との差に応じた制御信号をモータ駆動回路１１に与え
る。これにより、目標アシスト電流値に相当する駆動電
流がモータ駆動回路１１から電動モータＭに供給される
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動モータの駆動力をステアリング機構に伝達することにより操舵を補助する電動パワ
ーステアリング装置に用いられる制御装置であって、
　操舵トルクを取得するトルク取得手段と、
　舵角中点に対する舵角を取得する舵角取得手段と、
　前記操舵トルク取得手段により取得される操舵トルクに基づいて、当該操舵トルクに応
じた方向に前記電動モータの駆動力を発生させる基本アシスト電流値を設定する基本アシ
スト電流値設定手段と、
　前記舵角取得手段により取得される舵角に基づいて舵角速度を演算する舵角速度演算手
段と、
　前記舵角速度演算手段により演算される舵角速度に基づいて、前記舵角取得手段により
取得される舵角にヒステリシスを付与し、当該ヒステリシスが付与された舵角に基づいて
、前記電動モータの駆動力を発生させる中点戻り用電流値を設定する中点戻り用電流値設
定手段と、
　前記基本アシスト電流値設定手段により設定される基本アシスト電流値と前記中点戻り
用電流値設定手段により設定される中点戻り用電流値とを加算し、当該加算値に基づいて
、前記電動モータを制御するモータ制御手段とを含む、制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動モータの駆動力によりステアリング操作をアシスト（操舵補助）する電
動パワーステアリング装置（ＥＰＳ：Electric Power Steering）に用いられる制御装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車などの車両に搭載されて、電動モータの駆動力をステアリング機構に操舵
補助力として伝達する構成の電動パワーステアリング装置が知られている。
【０００３】
　電動パワーステアリング装置の制御では、ハンドル（ステアリングホイール）に加えら
れる操舵トルクおよび車速に応じた目標電流値が設定される。また、ハンドルが一方に切
り込まれた状態から中立位置に戻される時（ハンドル戻り時）には、その戻り性能を向上
するため、電動モータの端子間電圧および電流値からモータ回転速度が推定され、モータ
回転速度に応じたハンドル戻り用電流値が設定される。具体的には、モータ回転速度につ
いての零を含む範囲を不感帯として、不感帯内のモータ回転速度に対しては、ハンドル戻
り用電流値が零に設定され、不感帯外のモータ回転速度に対しては、モータ回転速度が大
きいほどハンドル戻り用電流値が大きい値に設定される。そして、目標電流値または目標
電流値とハンドル戻り用電流値との加算値に基づいて、電動モータがフィードバック制御
される。これにより、操舵状態に応じた操舵補助力がステアリング機構に与えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１７１５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、モータ回転速度の推定精度は、モータの巻線抵抗の個体差や温度に大きく依
存する。この推定精度のばらつきを吸収するためには、ハンドル戻り用電流値が零に設定
される不感帯を広く設けざるを得ない。不感帯が広く設けられていると、モータ回転速度
が低いときに、ハンドル戻り用電流が電動モータに供給されず、ハンドル戻りがアシスト
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されない。
【０００６】
　そのため、モータ回転速度が低い状態でのハンドル戻り時に、セルフアライメントトル
クがメカフリクションに負けて、ハンドルが中立位置まで戻らないおそれがある。
【０００７】
　また、運転者がハンドルから手を放した手放し状態でのハンドル戻りの途中で、ハンド
ルの回転が手で止められると、その後にハンドルから手が再び放されても、セルフアライ
メントトルクがメカフリクションに負けて、ハンドルがその位置に固着する（ハンドル戻
りが再開しない）現象を生じるおそれがある。
【０００８】
　さらには、運転者がハンドルを左右にゆっくり操作したときに、メカフリクションを感
じ、ハンドルが中立位置でも操舵トルクを抜けないので、ハンドルの中立位置が判りにく
いという問題もある。
【０００９】
　本発明の目的は、良好なハンドル戻りを実現でき、かつ、舵角中点付近での操舵フィー
リングの向上を図ることができる、電動パワーステアリング装置の制御装置を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記の目的を達成するため、本発明に係る制御装置は、電動モータの駆動力をステアリ
ング機構に伝達することにより操舵を補助する電動パワーステアリング装置に用いられる
制御装置であって、操舵トルクを取得するトルク取得手段と、舵角中点に対する舵角を取
得する舵角取得手段と、操舵トルク取得手段により取得される操舵トルクに基づいて、当
該操舵トルクに応じた方向に電動モータの駆動力を発生させる基本アシスト電流値を設定
する基本アシスト電流値設定手段と、舵角取得手段により取得される舵角に基づいて舵角
速度を演算する舵角速度演算手段と、舵角速度演算手段により演算される舵角速度に基づ
いて、舵角取得手段により取得される舵角にヒステリシスを付与し、当該ヒステリシスが
付与された舵角に基づいて、電動モータの駆動力を発生させる中点戻り用電流値を設定す
る中点戻り用電流値設定手段と、基本アシスト電流値設定手段により設定される基本アシ
スト電流値と中点戻り用電流値設定手段により設定される中点戻り用電流値とを加算し、
当該加算値に基づいて、電動モータを制御するモータ制御手段とを含む。
【００１１】
　この構成によれば、操舵トルクに基づいて、基本アシスト電流値が設定される。基本ア
シスト電流値の電流が電動モータに流れることにより、電動モータが操舵トルクに応じた
方向の駆動力を発生する。また、舵角中点に対する舵角から舵角速度が演算され、その舵
角速度に基づいて、舵角中点に対する実際の舵角（実舵角）にヒステリシスが付与される
。ヒステリシスが付与された舵角は、実舵角の時間変化に対して遅れて変化する。そして
、ヒステリシスが付与された舵角（ヒステリシス付与舵角）に基づいて、中点戻り用電流
値が設定される。中点戻り用電流値の電流が電動モータに流れることにより、電動モータ
が舵角を低減させる方向の駆動力を発生する。
【００１２】
　基本アシスト電流値と中点戻り用電流値との加算値に基づいて、電動モータが制御され
る。これにより、車両の操向のために操作されるハンドル（たとえば、ステアリングホイ
ール）が中立位置に対する一方側または他方側に切り込まれた状態から中立位置（舵角中
点）に戻されるハンドル戻り時には、ハンドルに操舵トルクが加えられていなくても、中
点戻り用電流値に応じた駆動力がステアリング機構に伝達される。そのため、ハンドル戻
り時には、セルフアライメントトルクに中点戻り用電流値に応じた駆動力が加わるので、
メカフリクションに負けずに、ハンドルが中立位置に戻る。
【００１３】
　また、手放し状態でのハンドル戻りの途中で、ハンドルの回転が手で止められても、中
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点戻り用電流値に応じた駆動力がステアリング機構に伝達されているので、ハンドルから
手が再び放されると、ハンドルが中立位置に向けて再び戻り始める。したがって、手放し
状態でのハンドル戻りの途中でハンドルの回転が手で止められることによる固着現象の発
生を防止できる。
【００１４】
　さらには、舵角を低減させる方向の駆動力、つまりハンドルが中立位置に向かう方向の
駆動力がステアリング機構に伝達されるので、ハンドルが中立位置に位置する感覚（オン
センタ感）を運転者に与えることができる。
【００１５】
　よって、良好なハンドル戻りを実現でき、かつ、舵角中点付近での操舵フィーリングの
向上を図ることができる。
【００１６】
　また、たとえば、舵角についての零を含む範囲が不感帯とされて、不感帯内の舵角に対
して中点戻り用電流値が零に設定される場合に、ハンドル戻り時に実際の舵角が舵角中点
付近まで低下しても、ヒステリシスが付与された舵角は不感帯に入らず、中点戻り用電流
値が零以外の値に設定される。そのため、ハンドル戻り時に実際の舵角が舵角中点付近ま
で低下しても、ハンドルが中立位置に向かう方向の駆動力が電動モータからステアリング
機構に伝達される。よって、ハンドル戻りを一層向上させることができる。
【００１７】
　なお、舵角中点に対する舵角とは、ハンドルが中立位置に位置するときを零（舵角中点
）とし、当該部材が中立位置に対して一方側に位置するときに正の値をとり、当該部材が
中立位置に対して他方側に位置するときに負の値をとる舵角、つまり絶対舵角である。
【００１８】
　制御装置は、トルク取得手段により取得される操舵トルクに基づいて、車両の操向のた
めに操作されるハンドル（運転者による操舵トルクが加えられるハンドル）の手放し状態
であるか否かを判定する手放し判定手段と、手放し判定手段により手放し状態であると判
定された場合に、中点戻り用電流値設定手段により設定される中点戻り用電流値に制限を
加える中点戻り用電流値制限手段とを含む構成であってもよい。
【００１９】
　これにより、手放し状態において、中点戻り用電流値が抑制されるので、中点戻り用電
流値に応じた駆動力による車両流れの発生を抑制することができる。
【００２０】
　手放し判定手段は、トルク取得手段により取得される操舵トルクに加えて、舵角速度演
算手段により演算される舵角速度に基づいて、手放し状態であるか否かを判定してもよい
。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、良好なハンドル戻りを実現でき、かつ、舵角中点付近での操舵フィー
リングの向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る電動パワーステアリング装置の構成を図解的に示すブ
ロック図である。
【図２】操舵トルク－基本アシスト電流値特性を示す図である。
【図３】ハンドル戻り用電流値設定部の構成を示すブロック図である。
【図４】ヒステリシスが付与された舵角の時間変化を示す図である。
【図５】舵角（操舵角）を変化させたときの操舵トルクの変化を示すグラフである。
【図６】ハンドル戻り時の舵角（操舵角）の時間変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　以下では、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００２４】
＜電動パワーステアリング装置＞
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る電動パワーステアリング装置１の構成を図解的に示
すブロック図である。
【００２６】
　電動パワーステアリング装置１は、自動車などの車両に搭載されて、電動モータＭが発
生する駆動力をステアリング機構２に伝達することにより、運転者によるハンドル操作を
アシスト（操舵補助）するように構成されている。電動パワーステアリング装置１は、電
動モータＭおよびステアリング機構２のほか、ハンドル（ステアリングホイール）３およ
びステアリングシャフト４などを備えている。
【００２７】
　ステアリング機構２は、たとえば、ラックアンドピニオン式のステアリングギヤを含む
構成である。
【００２８】
　ハンドル３は、車室内における運転席の前方に配設されている。
【００２９】
　ステアリングシャフト４は、車室内外を貫通して設けられている。ステアリングシャフ
ト４の下端部は、ステアリング機構２に連結されている。ステアリング機構２がラックア
ンドピニオン式のステアリングギヤを含む構成である場合、ステアリングシャフト４の下
端部は、ステアリングギヤのピニオンに相対回転不能に連結されている。ステアリングシ
ャフト４の上端部は、ハンドル３に連結されている。
【００３０】
　また、電動パワーステアリング装置１は、電動モータＭの制御のために、ＥＣＵ（Elec
tronic Control Unit：電子制御ユニット）５を備えている。
【００３１】
　ＥＣＵ５には、トルクセンサ６および舵角センサ７などが接続されている。トルクセン
サ６は、たとえば、ステアリングシャフト４の途中部に介装されたトーションバーに関連
して設けられ、トーションバーに生じる捩れの大きさおよび方向を操舵トルクとして検出
し、その操舵トルクに応じた検出信号を出力する。舵角センサ７は、たとえば、自身が認
識するハンドル３の舵角の中点に対するハンドル３の舵角（絶対舵角）に応じた検出信号
を出力する。舵角センサ７が検出する舵角は、たとえば、舵角中点からハンドル３が右側
に回された状態で正の値をとり、左側に回された状態で負の値をとる。また、ＥＣＵ５に
は、車速、各車輪の車輪速、車両のヨーレートおよび車両に生じる横Ｇ（横方向加速度）
などの車両情報が入力される。
【００３２】
　ＥＣＵ５は、ＣＰＵおよびメモリを含む構成のマイコン（マイクロコントローラ）と、
マイコンからの制御信号に基づいて電動モータＭを駆動するモータ駆動回路１１とを備え
ている。
【００３３】
　モータ駆動回路１１は、たとえば、Ｈブリッジ回路からなる。モータ駆動回路１１には
、車両の電源（バッテリ）１２の電圧が印加されている。
【００３４】
　ＥＣＵ５は、アシスト演算部１３を実質的に備えている。アシスト演算部１３は、マイ
コンの機能として、マイコンによるプログラム処理によって実現される。
【００３５】
　アシスト演算部１３は、電動モータＭの目標アシスト電流値を演算により設定する。具
体的には、アシスト演算部１３は、目標アシスト電流値を設定するため、基本アシスト電
流値設定部１５およびハンドル戻り用電流値設定部１６を備えている。アシスト演算部１
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３は、基本アシスト電流値設定部１５により設定される基本アシスト電流値とハンドル戻
り用電流値設定部１６により設定されるハンドル戻り用電流値とを加算し、その加算値を
目標アシスト電流値に設定する。そして、アシスト演算部１３は、目標アシスト電流値と
電動モータＭに実際に流れる電流（モータ電流）との差に応じた制御信号（たとえば、Ｐ
ＷＭ（Pulse Width Modulation）制御信号）をモータ駆動回路１１に与える。これにより
、目標アシスト電流値に相当する駆動電流がモータ駆動回路１１から電動モータＭに供給
される。
【００３６】
　なお、基本アシスト電流値設定部１５およびハンドル戻り用電流値設定部１６について
は、後述する。
【００３７】
　電動パワーステアリング装置１が搭載される車両には、ＥＣＵ５とは別のＥＣＵが設け
られており、そのＥＣＵは、たとえば、マイコンによるプログラム処理によって実現され
る舵角中点学習部１４を実質的に備えている。
【００３８】
　舵角センサ７が認識する舵角中点と車両における実際の舵角中点とは必ずしも一致して
いないので、舵角中点学習部１４は、車両のスタートスイッチがオンされている間、車両
の直進走行時（ハンドルの中立位置）における舵角である舵角中点をメモリに記憶し、そ
の記憶した舵角中点を学習する。舵角中点の学習のため、舵角中点学習部１４は、車両の
直進走行状態を判断する。車両の直進走行状態では、各車輪の車輪速が０よりも大きく、
かつ、左右車輪の車輪速がほぼ等しい（コーナリング中は、外側の車輪の車輪速が内側の
車輪の車輪速よりも大きくなる。）。また、車両の直進走行状態では、ヨーレートが所定
値以下となり、また、横Ｇが所定値以下となる。舵角中点学習部１４は、各車輪の車輪速
が０よりも大きく、かつ、左右車輪の車輪速の差、ヨーレートおよび横Ｇがそれぞれ所定
値以下であるとき、車両が直進走行状態であると判断する。そして、車両の直進走行状態
であると判断したときに、舵角センサ７の検出信号から舵角を取得し、その舵角を舵角中
点としてメモリに記憶（学習）する。
【００３９】
　舵角中点学習部１４は、たとえば、舵角中点を学習する度、その学習した舵角中点の情
報を舵角センサ７に入力する。舵角センサ７は、検出舵角の情報とともに、舵角中点の情
報をアシスト演算部１３に入力する。アシスト演算部１３には、舵角センサ７からの信号
以外に、トルクセンサ６の検出信号および車速を表す信号が入力される。また、舵角中点
学習部１４は、舵角センサ７からアシスト演算部１３に入力される舵角中点が信頼性を有
する値であるか否かを表す舵角中点信頼情報をアシスト演算部１３に入力する。たとえば
、新たに学習した舵角が舵角中点としてメモリに記憶されている舵角に対する±１０°の
範囲内に収まっている場合、舵角センサ７からアシスト演算部１３に入力される舵角中点
が信頼性を有する値であることを表す舵角中点信頼情報が舵角中点学習部１４からアシス
ト演算部１３に入力される。
【００４０】
＜基本アシスト電流値設定部＞
【００４１】
　図２は、操舵トルク－基本アシスト電流値特性を示す図である。
【００４２】
　基本アシスト電流値設定部１５は、メモリに格納されている基本アシストマップに従っ
て、車速および操舵トルクに応じた基本アシスト電流値を設定する。
【００４３】
　具体的には、基本アシストマップは、操舵トルクに対する基本アシスト電流値の基本特
性を定めたものであり、複数の車速域のそれぞれに対して用意されている。操舵トルクは
、たとえば、ハンドル３に右方向トルク（右方向操舵のためのトルク）が加えられている
ときに正の値をとり、ハンドル３に左方向トルク（左方向操舵のためのトルク）が入力さ
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れているときに負の値をとる。各基本アシストマップでは、操舵トルクに対する基本アシ
スト電流値が零である不感帯が設けられている。そして、各基本アシストマップは、不感
帯外の操舵トルクが正の値であるときに、基本アシスト電流値が正の符号をとり、かつ、
操舵トルクの絶対値の増加に伴い、基本アシスト電流値の絶対値が零から予め定める上限
値まで単調に増加するように作成されている。また、各基本アシストマップは、不感帯外
の操舵トルクが負の値であるときに、基本アシスト電流値が負の符号をとり、かつ、操舵
トルクの絶対値の増加に伴い、基本アシスト電流値の絶対値が零から予め定める上限値ま
で単調に増加するように作成されている。不感帯外における操舵トルクの絶対値に対する
基本アシスト電流値の絶対値の増加の割合（マップの傾き）は、所定の車速域ごとに異な
り、高速域ではその増加の割合が小さく、低速域ではその増加の割合が大きくされている
。基本アシスト電流値設定部１５は、複数の基本アシストマップの中から車速に応じたも
のを選択し、その選択した基本アシストマップに従って、トルクセンサ６の検出信号から
取得される操舵トルクに応じた基本アシスト電流値を設定する。
【００４４】
＜ハンドル戻り用電流値設定部＞
【００４５】
　図３は、ハンドル戻り用電流値設定部１６の構成を示すブロック図である。図４は、ヒ
ステリシスが付与された舵角の時間変化を示す図である。
【００４６】
　ハンドル戻り用電流値設定部１６は、減算部３１、ヒステリシス付与部３２、ハンドル
戻り用基本電流値設定部３３、出力／制限部３４、操舵速度演算部３５、手放し判定部３
６およびフェイルセーフ判定部３７を備えている。
【００４７】
　減算部３１は、舵角センサ７の検出信号から取得される舵角（相対舵角）から舵角中点
を減算することにより、舵角中点を基準とする舵角（絶対舵角）を算出する。この絶対舵
角は、たとえば、ハンドル３が中立位置から右側に回された状態で正の値をとり、左側に
回された状態で負の値をとる。
【００４８】
　ヒステリシス付与部３２は、減算部３１により算出される絶対舵角にヒステリシスを付
与する。図４には、減算部３１により算出される絶対舵角の時間変化が二点鎖線で示され
ている。ヒステリシス付与部３２によりヒステリシスが付与された舵角（ヒステリシス付
与舵角。以下、特記しない限り、単に「舵角」という。）は、図４に実線で示されるよう
に、減算部３１により算出される絶対舵角の時間変化に対して遅れて変化する。
【００４９】
　ハンドル戻り用基本電流値設定部３３は、メモリに格納されているハンドル戻り用基本
電流値マップに従って、車速および舵角に応じたハンドル戻り用基本電流値を設定する。
【００５０】
　具体的には、ハンドル戻り用基本電流値マップは、舵角に対するハンドル戻り用基本電
流値の特性を定めたものであり、複数の車速域のそれぞれに対して用意されている。各ハ
ンドル戻り用基本電流値マップでは、舵角に対するハンドル戻り用基本電流値が零である
不感帯が設けられている。そして、各ハンドル戻り用基本電流値マップは、不感帯外の舵
角が正の値であるときに、ハンドル戻り用基本電流値が負の符号をとり、かつ、舵角の絶
対値の増加に伴い、ハンドル戻り用基本電流値の絶対値が零から予め定める上限値まで単
調に増加するように作成されている。また、各ハンドル戻り用基本電流値マップは、不感
帯外の舵角が負の値であるときに、ハンドル戻り用基本電流値が正の符号をとり、かつ、
舵角の絶対値の増加に伴い、ハンドル戻り用基本電流値の絶対値が零から予め定める上限
値まで単調に増加するように作成されている。不感帯外における舵角の絶対値に対するハ
ンドル戻り用基本電流値の絶対値の増加の割合（マップの傾き）は、所定の車速域ごとに
異なり、高速域ではその増加の割合が小さく、低速域ではその増加の割合が大きくされて
いる。ハンドル戻り用基本電流値設定部３３は、複数のハンドル戻り用基本電流値マップ
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の中から車速に応じたものを選択し、その選択したハンドル戻り用基本電流値マップに従
って、舵角に応じたハンドル戻り用基本電流値を設定する。
【００５１】
　ハンドル戻り用基本電流値設定部３３は、ハンドル戻り用基本電流値マップに従って設
定されるハンドル戻り用基本電流値に対して、ハンドル戻り用基本電流値が増加方向にあ
る場合は、ハンドル戻り用基本電流値に相対的に大きな制限を加え、ハンドル戻り用基本
電流値が減少方向にある場合には、ハンドル戻り用基本電流値に加える制限を小さく（加
えない）してもよい。このようなレートリミッタが設定されることにより、ハンドル戻り
用基本電流値の急変による急激な操舵トルクの変化を抑制することができ、かつ、ハンド
ル戻り用基本電流値による不要な電流を抑制したい場合には、その電流を速やかに抑制す
ることができる。
【００５２】
　出力／制限部３４は、ハンドル戻り用基本電流値設定部３３により設定されたハンドル
戻り用基本電流値をそのままハンドル戻り用電流値として出力するか、または、ハンドル
戻り用基本電流値に制限を加えた値をハンドル戻り用電流値として出力する。「制限」の
概念には、ハンドル戻り用電流値の出力を停止する場合、言い換えれば、ハンドル戻り用
電流値を０に設定する場合も含まれる。
【００５３】
　操舵速度演算部３５は、減算部３１により算出される絶対舵角を時間微分することによ
り操舵速度を演算する。操舵速度演算部３５により演算される操舵速度は、ヒステリシス
付与部３２および手放し判定部３６に与えられる。ヒステリシス付与部３２では、車速お
よび／または舵角に応じて、減算部３１により算出される絶対舵角にヒステリシスが付与
されてもよいし、車速および／または舵角に加えて、あるいは車速および／または舵角に
代えて、操舵速度に応じて、減算部３１により算出される絶対舵角にヒステリシスが付与
されてもよい。操舵速度に応じたヒステリシスが付与される場合、たとえば、舵角速度が
０付近になるか、または、左右（正負）の切り替わったことをトリガとして、その時点に
おける舵角に応じたヒステリシス量を設定し、減算部３１により算出される絶対舵角に当
該ヒステリシス量のヒステリシスが付与されてもよい。
【００５４】
　手放し判定部３６は、操舵トルク、ハンドル戻り用基本電流値および操舵速度に基づい
て、ハンドル３から運転者の手が放されているか否かを判定する。具体的には、手放し判
定部３６は、次の４つの条件（１）～（４）が満たされる場合に、ハンドル３から運転者
の手が放された手放し状態であると判定する。
【００５５】
（１）操舵トルクの絶対値が所定値以下である。
（２）ハンドル戻り用基本電流値の絶対値が車両流れを生じさせる値である。
（３）舵角速度の絶対値が所定値以下である。
（４）（１）～（３）の各条件が満たされた状態が車両流れを許容可能な時間にわたって
継続する。
【００５６】
　手放し判定部３６による判定結果は、出力／制限部３４に与えられる。出力／制限部３
４は、手放し判定部３６による判定結果が手放し状態であるという結果である場合、ハン
ドル戻り用基本電流値に制限を加えることにより、車両流れを生じさせないようなハンド
ル戻り用電流値を出力する。これにより、手放し状態での車両流れの発生を抑制すること
ができる。
【００５７】
　フェイルセーフ判定部３７は、舵角中点学習部１４から入力される舵角中点信頼情報に
基づいて、舵角中点が信頼性を有するか否かを判定する。また、フェイルセーフ判定部３
７は、電動パワーステアリング装置１に何らかのシステム異常が発生しているか否かを判
定する。そして、フェイルセーフ判定部３７は、舵角中点が信頼性を有していない場合、
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または、システム異常が発生している場合には、フェイルセーフを実行する必要があると
判定する。
【００５８】
　フェイルセーフ判定部３７による判定結果は、出力／制限部３４に与えられる。出力／
制限部３４は、フェイルセーフ判定部３７による判定結果がフェイルセーフを実行する必
要があるという結果である場合、ハンドル戻り用電流値の出力を停止する。
【００５９】
　なお、出力／制限部３４によりハンドル戻り用基本電流値に制限が加えられる場合、ハ
ンドル戻り用基本電流値の絶対値が時間経過に伴って徐々に低減されてもよい。
【００６０】
＜作用効果＞
【００６１】
　以上のように、操舵トルクに基づいて、基本アシスト電流値が設定される。基本アシス
ト電流値の電流が電動モータＭに流れることにより、電動モータＭが操舵トルクに応じた
方向の駆動力を発生する。また、減算部３１により算出される絶対舵角から舵角速度が演
算され、その舵角速度に基づいて、減算部３１により算出される絶対舵角にヒステリシス
が付与される。そして、ヒステリシスが付与された舵角に基づいて、ハンドル戻り用電流
値が設定される。ハンドル戻り用電流値の電流が電動モータＭに流れることにより、電動
モータＭが舵角を低減させる方向の駆動力を発生する。
【００６２】
　基本アシスト電流値とハンドル戻り用電流値との加算値に基づいて、電動モータＭが制
御される。これにより、ハンドル３が中立位置に対する一方側または他方側に切り込まれ
た状態から中立位置（舵角中点）に戻されるハンドル戻り時には、ハンドル３に操舵トル
クが加えられていなくても、ハンドル戻り用電流値に応じた駆動力がステアリング機構２
に伝達される。そのため、ハンドル戻り時には、セルフアライメントトルクにハンドル戻
り用電流値に応じた駆動力が加わるので、メカフリクションに負けずに、ハンドル３が中
立位置に戻る。
【００６３】
　また、手放し状態でのハンドル戻りの途中で、ハンドル３の回転が手で止められても、
ハンドル戻り用電流値に応じた駆動力がステアリング機構２に伝達されているので、ハン
ドル３から手が再び放されると、ハンドル３が中立位置に向けて再び戻り始める。したが
って、手放し状態でのハンドル戻りの途中でハンドル３の回転が手で止められることによ
る固着現象の発生を防止できる。
【００６４】
　さらには、舵角を低減させる方向の駆動力、つまりハンドル３が中立位置に向かう方向
の駆動力がステアリング機構２に伝達されるので、ハンドル３が中立位置に位置する感覚
（オンセンタ感）を運転者に与えることができる。よって、良好なハンドル戻りを実現で
き、かつ、舵角中点付近での操舵フィーリングの向上を図ることができる。
【００６５】
　なお、ハンドル３の切り込み時にも、舵角を低減させる方向の駆動力がステアリング機
構２に伝達されるが、これによりハンドル３に加えられる操舵トルクが増大すると、操舵
トルクに応じて設定される基本アシスト電流値が増加し、基本アシスト電流値による電動
モータＭの駆動力が増大する。よって、ハンドル３の切り込み時の操舵フィーリングの悪
化を招くおそれはない。
【００６６】
　また、ハンドル戻り用基本電流値（ハンドル戻り用電流値）の設定に使用される舵角は
、実際の絶対舵角（実舵角）の時間変化に対して遅れて変化するように、実舵角にヒステ
リシスが付与された舵角である。そのため、ハンドル戻り時に実際の舵角が舵角中点付近
まで低下しても、舵角（ヒステリシス付与舵角）が不感帯に入らず、ハンドル戻り用基本
電流値の絶対値が０よりも大きい値に設定される。そのため、ハンドル戻り時に実際の舵
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角が舵角中点付近まで低下してもなお、ハンドル３が中立位置に向かう方向の駆動力が電
動モータＭからステアリング機構２に伝達される。よって、ハンドル戻りを一層向上させ
ることができる。
【００６７】
　図５は、舵角（操舵角）を変化させたときの操舵トルクの変化を示すグラフである。
【００６８】
　電動パワーステアリング装置１が搭載された車両において、ハンドル３を中立位置（舵
角中点）から右側に約６０°（ｄｅｇ）、左側に約６０°（ｄｅｇ）の範囲で操作し、各
舵角での操舵トルクの値を測定した。図５には、その測定結果が実線で示されている。
【００６９】
　一方、背景技術の項で説明した構成、つまりモータ回転速度に応じたハンドル戻り用電
流値が設定される従来構成の電動パワーステアリング装置が搭載された車両において、ハ
ンドルを中立位置から右側に約６０°、左側に約６０°の範囲で操作し、各舵角での操舵
トルクの値を測定した。図５には、その測定結果が破線で示されている。
【００７０】
　これらの結果を比較して理解されるように、電動パワーステアリング装置１では、従来
構成の電動パワーステアリング装置よりも、操舵トルクが０であるときの舵角が舵角中点
に近い。このことから、電動パワーステアリング装置１では、ハンドル３が中立位置に位
置する感覚を運転者に付与できることが確認された。
【００７１】
　図６は、ハンドル戻り時の舵角（操舵角）の時間変化を示すグラフである。
【００７２】
　電動パワーステアリング装置１が搭載された車両において、所定速度での走行中に、ハ
ンドル３が右側に約３６０°（ｄｅｇ）切り込まれた状態からの手放し状態でのハンドル
戻り時の舵角の時間変化を調べた。図６には、その測定結果が実線で示されている。
【００７３】
　一方、背景技術の項で説明した構成、つまりモータ回転速度に応じたハンドル戻り用電
流値が設定される従来構成の電動パワーステアリング装置が搭載された車両において、ハ
所定速度での走行中に、ハンドル３が右側に約３６０°切り込まれた状態からの手放し状
態でのハンドル戻り時の舵角の時間変化を調べた。図６には、その測定結果が破線で示さ
れている。
【００７４】
　これらの結果から、電動パワーステアリング装置１では、従来構成の電動パワーステア
リング装置よりも、ハンドル３が手放し状態で中立位置に近い位置に戻ることが理解され
る。
【００７５】
＜変形例＞
【００７６】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、他の形態で実施することも
できる。
【００７７】
　たとえば、前述の実施形態では、条件（１）～（４）が満たされる場合に手放し状態が
判定されるとしたが、その判定条件から条件（３）が外されてもよい。
【００７８】
　その他、前述の構成には、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を
施すことが可能である。
【符号の説明】
【００７９】
　１　　電動パワーステアリング装置
　２　　ステアリング機構
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　５　　ＥＣＵ（制御装置）
　６　　トルクセンサ（トルク取得手段）
　７　　舵角センサ（舵角取得手段）
　１１　モータ駆動回路（モータ制御手段）
　１３　アシスト演算部（モータ制御手段）
　１５　基本アシスト電流値設定部（基本アシスト電流値設定手段）
　１６　ハンドル戻り用電流値設定部（中点戻り用電流値設定手段）
　Ｍ　　電動モータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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